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麻酔科医不足が  

周産期医療の崩壊に拍車  

毎日新聞2007年10月19日  

朝刊   

山梨県立都留市立病院に  

対して山梨大学医学部   

「安全な分娩に必要な麻酔  

科の常勤医が確保できな  

い場合，産婦人科の派遣を  

取りやめる」  

AERAwithBabyvol．2  

2007年7月   

国立病院機構長野病院より  

昭和大学産婦人科が撤退   

「麻酔科医がいないので若い  

産婦人科医が行きたがらな  

い」  

周産期医療の危機的状況を打開するために  

平成1少年12月15日，日本産科婦人科学会  

・地域で高次周産期医療を提供している病院は、診療報酬改定にお  

ける重点的評価という形で、今回その国家的な必要性が確認された  

地域周産期医療の緊急的確保のために、周産期医療に従事する現  

場の産婦人科医、新生児科医、麻酔科医の勤務条件の改善に努め  

るとともに、（「時間外救急対応手当」「時間外手術手当」「時間外分  

娩対応手当」「時間外緊急処置手当」等の形で）救急対応への適正  

な報酬を支給していただきたい．  
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ある地域周産期母子医療センターの例  

・大学病院の麻酔科が撤退  

・昼間のみ麻酔科医を確保  

・大学数具による夜間オンコールが禁止された  

・麻酔科医を待って常位胎盤早期剥離の帝王切   

開の開始が遅れ，児が低酸素性脳障害を負っ   

たと，新生児科部長より相談を受けた  

総合周産期母子医療センター設置基準  

（ア）施設数  

・総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療周に－   
か所整備するものとする。   
ただし、都道府県の面積、人口、地勢、交通事情、周産期受療状   
況及び医療施設の所在等を考慮し、3次医療圏に複数設置する   
ことができるものとする。  

（イ）診療科目  

・総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児   
集中治療管理室及び新生児集中治療管理室を有する）、麻酔科   
その他の関係係診療科目を有するものとする。  

平成15年4月21日厚生労働省雇用均等・児童家庭局発第0421001号（改定）  
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地域周産期母子医療センター設置基準  

（ア）施設数   

地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター  
1か所に対して敷か所の割合で設けるものとし、1つ又は複数の2   
次医療圏に1か所ないし必要に応じそれ以上設けることが望まし   
い。  

（イ）診療科日   

産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）を有するものと   
し、麻酔科及びその他関連各科を有することが望ましい。  

（エ）医療従事者   

以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。   

a産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）は、それぞれ   
24時間体制を確保するために必要な職員   

b産科については、帝王切開術が必要な場合30分以内に児の   
娩出が可能となるような医師及びその他の各種職員  

周産期センターの現状  

・周産期センターを対象にしたアンケート調査（2008年3月）   

厚生労働科学研究費補助金「乳幼児死亡と妊産婦死亡の原因   

に関する分析と提言」  

（主任研究者：池田智明国立循環器病センター周産期科部長）  

・回答率   

総合周産期母子医療センター   

地域周産期母子医療センター  

3＄／60（63．3％）  

103／209（4，．3％）  

・回答した地域周産期母子医療センター103施設のうち11施設が，   
医師不足により周産期センターを返上もしくは辞退予定  
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緊急帝王切開を30分以内に可能か？  

総合周産期C  地域周産期C  

30分以内の緊急帝切   

いつでも対応可能   

日勤帯なら対応可能   

ほぼ不可能   

無回答  

律速段階（複数回答）   

手術室   

麻酔科医   

産科医   

看護師   

無回答  

麻酔科当直   

手術室兼務   

不在オンコール制  

18（47．4％）  26（ZS．Z％）  

18（47．4％）  44（47．8％）  

2（5．3％）  20（21．7％）  

0  2（2．2％）   

】2（3l・6％）  44（47．8％）  

11（28．9％）  21（22．8％）  

9（23．7％）  

‘（15．8％）  

1（ユ．6％）  

68．4％   

26．3％  

13（14．1％）  

12（13．0％）  

5（5．4％）  

ユタ．3％   

‘5．2％  

ヒヤリりヽツト事例（複数回答）  

総合周産期C  地域周産期C  

大量出血（＞2000ml）  

低血圧（＜60mmHg）  

挿菅田難  

SpO2，PaO2低下  
高血圧（＞200mmH9）  

歯牙損傷  

頻脈（＞150bpm）  

徐脈（＜40bp叫  

誤感  

心停止  

ST低下  

全脊麻  

局所麻酔薬中毒  

過量投与  

心室頻拍  

18（47．4）  
14（36．8）  
10（26．3）  
9（26．7）  
8（21．1）  
7（18．4）  
6（15．8）  
6（15．8）  
11（28．9）  

2（5．3）  
2（5■3）  

1（2．6）  
1（2．61  
1（2．6）  

1（2．6）  

24（31．5）  

19（20・6）  

17（18．4）  

12（13．0）  

13（14．1）  

10（10．9）  

10（10．9）  

12（13．0）  

3（3．3）  

3（3．3）  

5（5・4）  

3（3．3）  

2（2．2）  

1（1tl）  

0  
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脳血管障害合併妊婦の治療  

脳外科的治療  
・マンニトール／グリセオール  

・フロセミド  

・過換気  

・′くルビツレート  

・Nimodipine  

・脳低温療法  

産科的治療  
・子宮収縮薬  

・子宮収縮抑薬  

・降圧薬  

・昇圧薬  

八セ〟r〃∫〟曙わαJ〝平gCねq／  

什l甘′川J∫り、‥・Lt．W  

まとめ  

・緊急帝王切開術を30分以内に施行することが時間帯に   

よっては困難な施設は，総合周産期母子医療センターの   
52．6％，地域周産期母子医療センターの69．5％に及んだ  

・困難である理由の主なものは，手術室に空きがないことや   
麻酔科医不足（不在）であった  

・重篤な麻酔関連偶発症例の存在が示された  

・地域周産期センター設置基準に麻酔科医を一定数確保す   

るよう明記するとともに、総合周産期母子医療センターの   
実態を改善する必要がある  

・脳血管障害などの母体の救急においては、脳外科手術や   
帝王切開術の麻酔や集中管理を要するため、麻酔科医の   
必要性はさらに高くなる  
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2007年12月27日  

厚生労働省  

母子保健課長殿  

周産期センターにおける麻酔科医定員に関する要望書  

社団法人 日本麻酔科学会  

理事長 並木昭義  

要望内容  

「総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センターの設置基準にお  

いて，24時間体制で30分以内に緊急帝王切開術を施行するのに十分な人数の麻酔  

科医師を定員とするよう，設置基準を改定する」  

要望の趣旨  

周産期医療体制の整備においては，「周産期医療対策整備事業の実施について．児  

発第488号，一部改正児発第530号，雇児発第0421001号」により，「総合周産期母  

子医療センターは，（中略）麻酔科その他の関係診療科目を有するものとする」と通知  

されている（資料1）．しかし2003年の東京女子医科大学産婦人科松田義雄教授によ  

る総合周産期母子医療センターアンケート調査では，調査した28施設中の4施設に  

おいて，夜間や休日に30分以内に帝王切開術をできる体制とはなっていないことが  

判明した（資料2）．   

さらに，地域周産期母子医療センター設置基準におい ては，「産科及び′J、児科等  

を備える」ものとされているが，麻酔科が明記されていない．加えて，医療従事者につ  

いても，「産科については，帝王切開術が必要な場合30分以内に児の娩出が可能と  

なるような医師及びその他の各種職員」と記されているものの，手術の麻酔に必要な  

麻酔科医師が設置基準として明記されていない（資料1）．このため，全国的で慢性的  

な麻酔科医師不足と相侯って，麻酔科医がいないために緊急帝王切開術を直ちに開  

始できない事例が発生している（資料2），   

緊急帝王切開術においては，予定手術よりも母児の手術・麻酔リスクが高いため，  

麻酔科専門医による麻酔が一層求められるが（資料3），麻酔科医師が不足していると  

産科医が麻酔の一部を担わねばならなくなるため，不足している産科医にさらに負担  

を強いる結果となっている．現に，ある公立病院に於いて，麻酔科常勤医が確保でき  

ないことを理由に産科医が退職した事例が報道されている（資料4）．   

このような現状を改善し，周産期における母児の安全を確保するためには，全ての  

「総合」および「地域」周産期母子医療センターにおいて，麻酔科医が緊急帝王切開  

術の麻酔を30分以内に担当できる体制を整備することが不可欠と考え，上記の通り  

要望いたします，  
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資料目録  

1．総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センター設置基準  

日本産科婦人科学会ホームページより   

2．総合周産期母子医療センターにおける緊急帝王切開術の状況に関する調査  

東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター松田義雄教授による日本  

麻酔科学会第52回学術集会シンポジウムスライド抜粋   

3．厚生省心身障害研究班（主任研究者：武田佳彦）による母体死亡調査  

NagayaK，FettersMD，IshikawaM，etal．CausesofMaternalMortalityinJapan．  

JAMA2000；283：2661－2667  

Thble 8．Obstetricians and AnesthesiologlSt Stafnngin Medical Facilities  

RenderingTreatmentDuring CriticalPeriod ofMaternalDeath Preventability，   

Japan，1991－1992   

4．都留市立病院の分娩問題  

毎日新開 平成19年10月19日朝刊   

5．周産期医療提供体制の危機的状況を打開するために  

日本産科婦人科学会声明，平成19年12月15日   

6．川島康男．日本の産科麻酔．臨床麻酔2002；26：447－452  

日本麻酔科学会認定麻酔指導病院は，日本全体の帝王切開術の25．9％のみを  

担当していると推定  
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同産期医療対策整備事業の実施について  

200Ct2003  

会員へのお知らせ  

会員各位   

次の通り厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より通知を受けましたのでご連絡致します。  

平成15年10月   

社団法人日本産科婦人科学会会長 野沢 志朗  

‾  

雇原発第自ラ15662専  

平成15年7月15日  

吐団法人日本産科婦人科学会  

長  野沢 志朗殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

周産期医療対策整備事業の実施について   

標記については、平素から格段の御配意をいただいているところですが、別添平成15年4月21  
日雇児発第0421001号で、「周産期医療対策整備事業の実施について」による実施要綱を一部  
改正し、各都道府県知事宛通知いたしましたので、各地方部会等への周知徹底を図られますよ  
う、また事業の円滑な実施のためにご協力をいただきますようお願いいたします。  

平成15年4月21日  

雇児発第0421001号  

都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長   

周産期医療対策整備事業の実施について  

標記にフいては、平成8年5月10日児発第488号厚生省児童家庭局長通知「周産期医療対策整備  
事業の実施について」の別添「周産期医療対策部業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）  

により実施されているところであるが、今般、総合周産期母子医療センターの設置を促進し周  

産期医療システムの整備促進を図るため、実施要綱の一部を次のとおり改正し平成15年4月1日  

http：／／w椚叫SOg・Orjp／kaiin／html／infomation／info＿ZOoct2003J．h［ml（1／12）2007／12／271：45：06  9
 
 
 



同産期医療対策整備事業の実施について  

より適用することとしたので通知する。  

記   

1実施要綱中、「助産婦」を「助産師」に、「保健婦」を「保健士」に、「看護婦   
（士）」を「看護師」に、「准看護婦（士）」を「准看護師」に、「厚生大臣」を   
「厚生労働大臣」に改める。  

2 実施要綱の別紙「周産期医療システム整備指針」（以下「指針」という。）の第1の   
3の（1）のエ中、「第10項」を「第12項」に改める。  

3 指針の第1の6中、「第30条の32」を「第30条の32の2」に改める0  
4 指針の第2の2の（1）のりの（ア）を次のように改める。   

（ア）母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室の病床数は、都道府県  
の人口等に応じ総合周産期母子医療センターとしての適切な病床数を確保す  

ることを基本とし、母体・胎児集中治療管理室の病床数は6床以上、新生児  
集中治療管理室の病床数は9床以上（12沫以上とすることが望ましい）とす  

る。ただし、3次医療圏の人口が概ね100万人以下の場合にあっては、母体・  
胎児集中治療管理室の病床数は3床以上、新生児集中治療管理壷の病床数は6  
床以上とする。  
なお、両室の病床数については、以下のとおり取扱うものとする。  
a母体・胎児集中治療管理室においては、これと同等の機能を有する陣痛室  

のベットを含めて数えることとして差し支えない。ただし、この場合、陣  
痛室のペットを含めない病床数は6床を下回ることができない。  

b新生児集中治療管理室に係る病床数は、新生児用人工換気装置を有する病  
床について数えるものとする。  

5 指針の第2の2の（1）のエの（ア）を次のように改める。  
（ア）母体・胎児集中治療管理室  

a24時間体制で産科を担当する複数（病床数が6床以下であって別途オン  

コールによる対応ができる老が確保されている場合にあっては1名）の医  

師が勤務していること。  

b母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時3床に1名の助産師又は  
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鵬  

言て茂琵篠套支う  

平成8年5月10日  

児発第488号  

一部改平成11年6月28日  

正  児発第530号  

平成15年4月21日  

雇児発第0421001号  

各都道府県知事 殿  

厚生省児童家庭局  
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同産期医療対策整櫨事業の稟施について  

周産期医療対策整備事業の実施について   

周産期医療に係る施設の整備等については、これまで「母子保健医療施設整備事業の実施につい  

て」（平成7年4月3日児発第379号児童家庭局長通知）等により実施しているところであるが、周産  
期医療に対する需要の増加、適切な周産期医療供給の必要性の拡大専、周産期医療をめぐる諸状況  
の変化に的抑こ対応し、我が卜即こおける総合的な周塵別医療体制の確立を図り、効果的な周産別医  

要システムを構築するため、今般、別添のとおり「周産期医療対策事業実施要綱」を定め、平成8年  

月1日より適用することとしたので通知する。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

周産期医療対策事業実施要綱  

1 目的  
この事業は、診療体制の整備された分娩環境や未熟児に対する最善の対応など、充実  
した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、地域において妊娠、出産から新生   
児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する、総合的な周産期医療体制を整備し、   
安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進を図るものである。   

2 実施主体  
この事業の実施主体は、都道府県とする。   

3 事業内容  
（1）周産期医療協議会の設置  

ア 都道府県は、関係行政機関、医療関係団体等をもって構成する周産期医療  
協義会を設置するものとする。  

イ 周産期医療協議会においては、次に掲げる事項に関し、地域の実情に応じ  

て検討及び協議を行うものとする。  

（ア）地域の実情に応じた周産期医療体制（総合周産期母子医療セン  

ター、地域周産期母子医療センター及び搬送体制）の整備に関する  
事項  

（イ）周産期医療情報システムに関する事項  

（ウ）周産期医療関係者の研修に関する事項  

（エ）周産期医療体制整備についての調査に関する事項  

（オ）その他周産期医療体制の整備に関し必要な事項  

なお、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター  
の整備基準については、次の「4 周産期医療システム整備に係る基  
本方針」に規定する「周産期医療システム整備指針」においてこれ  

を定める。  

（2）周産期医療情報ネットワーク事業  
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同産期医療対策整備事業の実施について   

ア 都道府県は、周産期医療の運営に必要な情報の収集を行い、地域周産期医  

．療システムの効果的な推進を図る。また、総合周産斯母子医療センター等  
に、周産期医療情報センターを設置し、医療施設等に対する情報提供、相  

談等を行うものとする。  

イ 情報の収集  

（ア）収集する情報の種類  

－1一 診療科別医師の存否、勤務体制、手術及び処置の可否  

－2－ 病床の空床状況  

－3一 産科医療、新生児医療に関する各種項目  
－4－ その他センターとして必要な情報  

（イ）情報収集の方法  

一1－ コンピューター等による収集  

－2一 電話、FAX等による収集  
り 地域周産期医療施設等からの問い合わせに対して医療技術並びに適切な受  

入施設の選定、確認及び回答等の情報提供、相談を行う。  
（3）周産期医療関係者研修事業  

ア 都道府県は、地域周産期母子医療センター及び地域周産期医療施設等の医  
師、助産師、看護師及び准看護師に対し、周産期医療に必要な専門的・基  
本的知識、技術を習得させるための研修を行うものとする。  

イ 研修の内容は以下のとおりとする。  

新生児蘇生処置、母体救急処置等、周産期医療に関する基本手技に  
関する事項  

（ア）  

（イ）最新の周産期医療技術  

（ウ）その他周産期医療に関する必要事項  

（4）周産期医療調査・研究事業  

ア 都道府県は、‘周産期医療システムの確立のために必要な事項について調査  
研究を行うものとする。  

イ 調査・研究事項は以下のとおりとする。  

（ア）周産期搬送体制（ドクターカーの利用状況を含む0）の現状と地域の  

特殊性を考慮した搬送方法の確立  

周産期情報ネットワークの効果的活用方法及び救急医療情報セン  

ターとの連携方法  
（イ）  

（ウ）その他周産期医療に関する必要事項   

4 周産期医療システム整備に係る基本方針   

都道府県における周産期医療システムの整備に当たっては、別紙「周産期医療システ  
ム整備指針」に基づき、周産期医療供給体制の現状、今後の周産期医療需要の推移等   
地域の実情を十分勘案しつつ、関係者の意見を十分踏まえた上で行うものとする。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
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周産閉医療対策整備事業の実施について  
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えテム整備譜衝  周産期医療シ   

第1総論的事項   

1周産期医療システム整備の趣旨  

我が国の周産期医療は、病院及び診療所をはじめとする施設の整備、医師等の医療従  
事者の養成・確保などにより着実な進展をみ、今や乳児死亡率にっいては、世界の最高  
水準にあるなど、大きな成果を上げている。また、近年の医療を取り巻く環境には、医  
学・医術の進歩による医療の高度化、コンピューター等に関する科学技術の急速な進歩  
と普及等大きな変化がみられる。一方、我が国においては、産科分娩施設での人員配置  

や検査能力における施設間格差があり、また、平日と夜間及び休日との格差が大きいこ  
と、未熟児出生の増加に伴い、新生児医療を担う専門施設の整備が急務となっているこ  
と、また、周産期医療の中でも、医師の管理下における母子の救急搬送や医療施設相互  

間の連携等情報の伝達が必ずしも十分でないこと、さらに医療施設の機能に応じた整備  

が不十分であることなど、周産期医療体制に多くの課題を抱えている。  

このような状況の中で、地域においては、周産期医療に係る人的・物的資源を充実し、  

高度な医療を適切に供給する体制を整備することが要請されている。   

このため、都道府県において、医療関係者等の協力のもとに、地域の実情に即しつ  

つ、限られた資源を有効に生かし、将来を見据えた周産期医療システムの整備を図り、  

これに基づいて地域における周産期医療の効果的な提供を図るものである。   

周産期医療システムの位置付け及び性格  

（1）周産期医療システムは、母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条の2に規定  
する医療施設の整備の一環として位置付けられるものであり、都道府県において  

保健医療関係機関・団体の合意に基づき、周産期医療体制の基本的方向を定めた  
上で整備するものである  

（2）周産期医療システムは、充実した周産期医療に対する需要の増加に対応するた  
め、同産別に係る保健、医療の総合的なサーゼスの提供を行うものとして整備さ  

れる必要がある。  
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3周産期医療システム整備手順   

（1）周産期医療協議会の設置  

ア 都道府県は、周産期医療システムを整備するために周産期医療協義会を設置  
し、一同協議会の意見を十分反映させる。  

イ 周産期医療協議会は、周産期医療システムの整備及び推進上重要な関係を有  
する者を中心に構成されることが望ましく、例えば、保健医療関係機関・団  
体の代表、地域の中核となる周産期医療施設において周産期の診療を現に担  
当している医師、学識経験者、都道府県・市町村の代表等により構成するこ  
とが適当である。  

り 周産期医療協議会は、周産期医療体制の内容及びその整備に必要な調査事  
項、周産洞医療情搾システム並びに周産期医療関係者の研修等、周産朔医療  

体制の確立に必要な事項について協義する。  

周産期医療協議会につい七は、医療法（昭和23年法律第205号）第30条の3  
エ 第12項に規定する都道府県医療審議会の専門部会として位置付けることを考  

慮するなど、都道府県医療協議会と密接な連携を図る。   

（2）総合周産期母子医療センターの指定及び地域周産期母子医療センターの認定  
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周産期医療対策莞備事業の実施について  

都道府県は、本指針の各論的事項第2の1に定める施設、設備及び機能等を有する  

医療施設を総合周産期母子医療センターとして指定し、地域周産期医療システム  

の整備を行う。また、本指針の各論的事項第2の2に定める施設、設備及び機能等  

を有する医療施設を地域周産期母子医療センターとして認定し、都道府県におけ  

る周産期医療システムの運営に協力を求める。   

（3）周産期医療システム作成後の手続き  

周踵期医療システムの内容を定めたときは、遅滞なく厚生労働大巨封こ提出するも  
のとする。   

（4）他計画等との関係  

周産期医療システムの整備については、医療法第30条の3に基づく医療計画の一  
部として位置付けることが望ましい。また、医療確保に関する事項を定めた他の  
計画セの調和が保たれるようにするとともに、公衆相生その他周産期医療と密接  

に関連を有する施策との連携を図る必要がある。なお、周産期医療システムの基  
本的事項を医療計画の一部として位置付けようとする際には、これを受けた個別  
具体的な内容を別途定めることができる。   

4周産期医療システムの整備にかかる調査分析  

周産期医療システムの効果的な整備を促進するためには、地域の周産期医療施設、マ   
ンパワーの状況、医療機関の連携状況等を調査するとともに、同調査に基づき、体系的   

なシステム構築の在り方を研究、検討することが重要である。  

このため、都道府県においては、周産期医療システムを整備するに当たり、次の事項   

について必要な調査、研究を行うものとする。   

（1）調査事項  

周産期医療に係る医療施設  

所在地、診療科目、診療設備（母体・胎児集中治療管理室、新生児集中治療  
管理室、ドクターカーの保有状況）、病床数、分娩数等の診療内容及び診療  
体制等  

イ 周産期医療に係るマンパワーの状況  

医師、薬剤師、助産師、保健師、看護師、准看護師等の数及び勤務体制等  
ウ 周産期医療に係る医療機関の連携状況  

患者の紹介、病院の開放及び医療機器共同利用の状況、地域における関係団  
体の活動状況等  

工 周産期救急医療の実施状況  

母体搬送、新生児搬送など周産期救急患者取扱数、救急車出動件数、急患者  

搬送状況、救急医療情報システム等  

オ その他、周産期医療システムの整備に閲し必要な調査事項救  

（2）研究及び検討事項  

ア 現在の周産期救急搬送体制（周産期におけるドクターカーの  利
 
休
 
用
 
 

利
 
 

な
 
 

効
 
 

有
 
 

を含む。）の問題点と地域甲特殊性を考慮した搬送体制の確立  

イ周産期医療情報ネットワークの確立及び効果的活用方法、救急医療情報セン  

ターとの連携方法  

り地域周産期母子医療センター、周産期医療施設の医療従事者に対する効果的  

な研修体制、対象及び内容等  

エ その他周産期医療の整備に関し必要な事項   

5周産期医療システムの推進に係る留意事項   

（1）適切な推進体制の整備  
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